
近視進⾏抑制治療（リジュセアミニ点眼）について 

 

リジュセアミニ 0.025%点眼液を使⽤した近視進⾏抑制治療は ２０２６年６⽉から選定療養になります。 

 これに伴い、これまで（⾃由診療）とはいくつか変更点があります。 

 

治療に伴う検査、診察料は規則に乗っ取った範囲で⾏い、保険が適⽤されます。 

受診は初回、１か⽉後、その後は３か⽉ごとが標準です。  

お薬代は選定療養費（公的保険の適応外）として１００％⾃⼰負担となります。 

当院でのお薬代は１か⽉分４３８０円（税込み）です。 

治療が適応となるかどうかは検査と診察をしてから判断いたします。  

コンタクトレンズ装⽤を⽬的とした受診や、近視以外の疾患に対する診療は健康保険を使⽤して、近視治療とは別の⽇に⾏

います 


